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　本研究は、「非統治空間（Ungoverned Spaces）」という概念を手掛かりに、中
央政府による統治の脆弱な地域におけるガバナンスのあり方を再検討した。
その上で、「非統治空間」では中央政府による独占的な統治が困難であり、非国
家主体を組み込んだ「ハイブリッド・ガバナンス（Hybrid Governance）」の枠
組みが、紛争解決と治安の安定に有意義であると論じた。分析の事例として、
2011 年リビア内戦以降の北アフリカの政治と治安の流動化に焦点を当て、国
家の統治がおよばない地域において発生する問題と、その解決のための非国
家主体を取り込んだガバナンスの可能性を考察した。

［研究論文］

Abstract:

リビアにおける「非統治空間」をめぐる問
題とハイブリッド・ガバナンスの可能性

“Ungoverned Spaces” around Libya and Possibilities 
of the “Hybrid Governance”

小林 周
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科後期博士課程
Amane Kobayashi
Doctoral Program, Graduate School of Media and Governance, Keio University

非統治空間、ハイブリッド・ガバナンス、国際安全保障、中東・北アフリカ、
リビア 
ungoverned spaces, hybrid governance, international security, Middle East and 
North Africa, Libya

　　This research re-examines the governance in politically destabilized region 

focusing on the concept of “Ungoverned Spaces,” the geographical spaces lacking 

effective state sovereignty and control. Analyzing the 2011 Libyan Civil War and 

destabilization of regional security and governance as a case, this research shows 

how the "Ungoverned Spaces” are created and maintained, and their impacts on the 

international politics and security. Based on these analyses, this research suggests 

the “Hybrid Governance,” an alternative governance model involving non-state 

actors to maintain peace and security. Implementing the “Hybrid Governance” could 

prevent and mitigate armed conflicts or humanitarian crises, and re-stabilizing the 

“Ungoverned Spaces” in the Middle East and African countries.
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はじめに：「ガバナンスの崩壊・不在」とリビア内戦
　本研究ではガバナンスを「ある国や社会の安定と発展、問題解決に向けた

アクター間の秩序形成、そのための社会規範や機構制度の形成・強化・再構成」

と定義する [1]。その上で、ガバナンスの「崩壊」や「不在」という観点から、

中央政府による統治が機能しない空間において何が起きており、どのような主

体が活動しているのか、「ガバナンスの崩壊」や「不在」がもたらす問題の解

決にはどのようなアプローチが必要であるのかを明らかにすることを試みる。

　また、分析の事例としては、リビアにおける 2011 年の内戦以降の政治と治

安の流動化に焦点を当てる。ムアンマル・アル = カッザーフィー（Muammar 

al-Gaddafi）政権（1969 〜 2011）の崩壊以降、リビアでは領域の保護や国民へ

の公的サービスの提供といった基本的な機能を備えた国家建設に失敗し、そ

れに伴い治安も極度に悪化している。さらに、リビアの不安定化は国内だけ

でなく周辺地域に過激派組織や犯罪組織の活動拠点、移動経路の形成を許し、

リージョナル、グローバルな脅威となっている [2]。今後リビアを中心とした北

アフリカ〜サヘル地域の政治と治安を安定させるためには、従来目指されて

きた既存の主権国家システム、つまり中央政府に統治された領土と国民とい

う国家のあり方とは異なったガバナンスのモデルについて考慮する必要があ

る。そのためには、中央政府以外の主体による秩序の構築と、治安の維持を

ガバナンスに組み込むという議論が必要であろう。

　本研究は、まず「非統治空間」という概念を整理し、中央政府の統治がお

よばない地域がどのように形成され、国際関係や国際安全保障にどのような

影響を与えるのかを分析する。その上で、「非統治空間」を安定させるために、

秩序構築や治安維持に非中央政府主体を組み込んだ「ハイブリッド・ガバナ

ンス」の枠組みとその課題について検討する。さらに、事例として内戦以降

のリビアの国境周辺地域の不安定化について分析し、政治と治安の不安定な

地域におけるガバナンスのあり方について検証する [3]。

１　「非統治空間」とは何か
　本研究では「非統治空間」を、「中央政府による統治がおよばず、法執行や

治安維持がなされない地理空間」と定義する。英国外務・英連邦省は、中央
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政府が物理的な領域支配能力および明確な主権や統治を部分的にでも喪失し

た状況、また国家機関や法の支配が、完全に、もしくはほとんど機能してい

ない環境において「非統治空間」が発生すると説明する [4]。他方で、米国防

総省は「国家や中央政府が統治を拡張したり、効果的な統治を行ったり、現

地社会に影響をおよぼすことができず、さらに地方自治体や部族、自治政府も、

能力・意思・正統性の欠如、紛争の存在、現地の行動規範などを要因として、

十分に、もしくは効果的な統治ができていない地域」と定義する [5]。

　「非統治空間」に関連した研究としては、「脆弱国家（Fragile States）」や「失

敗国家（Failed States）」に関する研究が挙げられる [6]。これらの研究対象は、

イラク、アフガニスタン、ソマリア、リビアなど、「非統治空間」が発生して

いるとされる国々と重なることが多い。しかし、脆弱国家・失敗国家研究の

大きな目的は、既存の主権国家（統一的な政府に統治された領土と国民）を

議論の前提として、なぜそれが一部の国や地域において実現されないのかを

探ることにある [7]。そのため、議論の結論もしくは出発点として「ある国が政

治的に安定しないのは、主権国家としての機能不全、政府の統治能力の欠如

が要因である」という視点に立つ傾向がある。

　これに対して、「非統治空間」をめぐる議論であれば、国境を越えて広がる

「国家の統治がおよばない空間の存在」をより明確に可視化することが可能で

ある。つまり、「ガバナンスの崩壊・不在」という視点から政治と治安の不安

定な地域を分析し、そのような地域におけるガバナンスのあり方を再検討す

る上では、「非統治空間」をめぐる議論の方がより適切であると考えられる。

　それでは、「非統治空間」とはどのような空間であるのか。通常、「非統治空間」

が発生する地域は、リビアやシリア、イラクの国境付近、アフガニスタン山

岳部、マリ北部など、砂漠地域や山岳地帯など地理・気候的に厳しく、首都

や都市部から隔絶され、人口密度も低く、開発が遅れている所が多い。この

ような地域では、中央政府が非国家暴力主体（Violent Non-State Actors）の

活動を監視することが困難であり、さらに、治安機関が継続的に警戒活動を

行うためのインフラも整備されていないためである。また、一般に低開発地

域では政府に対する信頼が醸成されておらず、国軍や警察が治安活動を行い

にくいと指摘される [8]。
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　そして、「非統治空間」の何が問題なのか。このような空間では、非国家暴

力主体がテロ活動、資源へのアクセス、移動・輸送経路の構築、不法行為を

行う際の拠点となり、現地情勢を不安定化させるといわれる。また、「非統治

空間」は薬物や武器の不法取引といった組織犯罪の越境的活動を可能にする。

「非統治空間」において、非国家暴力主体のテロ活動に好条件の環境が形成さ

れやすいのは以下のような状況であるといわれる。第 1 に、政府の行政サー

ビスや警察・法執行が行き届いていない場合、第 2 に、現地社会に政府への

社会的、文化的な対抗意識が根付いている場合。第 3 に、過激派組織や犯罪

組織にとって交渉相手となり得る現地の社会的有力者（部族の有力者や宗教

指導者）が存在する場合。第 4 に、複数のテロ組織が存在し、協働関係が成

り立ち得る場合。第 5 に、国境管理が脆弱である場合。第 6 に、テロ組織へ

の資金や人員の流入が外部からもたらされる場合である [9]。

２　「統治」される「非統治空間」
　政府文書などでは、「非統治空間」をめぐる「問題」の解決のためには、「非

統治空間」を「統治空間」に戻す、つまり国家の主権がおよび、政府が治安

維持や法執行を行える空間に統合することが必要であると認識されている。

しかし、「非統治空間」が発生、存続する要因や関与する主体の背景は、国・

地域ごとに異なる。個々の文脈を踏まえなければ、「非統治空間」の国家への

（再）統合のための政治的・財政的・軍事的コストを見誤る恐れがある [10]。

　また、軍事的手段による「非統治空間」への対応（例えば空爆による武装勢

力の拠点の掃討）は、その空間で活動していた過激派や武装勢力、構築され

たテロ・犯罪ネットワークといった問題群を別の場所に転移させることにし

かならず、根本的な問題解決とはなりにくいという点を指摘しておきたい。「非

統治空間」を国際関係論上存在しない／存在してはならないものと捉え、政

治的、財政的、軍事的なコストを顧みずにその消去を目指すことは、当該国・

地域と介入国の双方に大きなリスクをもたらす可能性がある。

　さらに、逆説的ではあるが、「非統治空間」を取り巻く問題を理解し、包

括的な解決に導くためには、概念そのものを批判的に再検討する必要もあ

る。例えば、前述の英国外務・英連邦省は「非統治空間」という概念には議
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論の余地があり、また「非統治空間」とテロリズムとの直接的連関を立証す

ることはできないと述べている。その上で、「ガバナンスが全く存在しない空

間」というものは存在せず、むしろ「代替統治空間（Alternatively Governed 

Spaces）」と形容した方がより正確であると提案している [11]。

　世界各地の「非統治空間」を研究する J．ケイスターも、「非統治空間」と

して示される領域には統治が不在なのではなく、中央政府とは別の主体によ

る別の形の統治が存在していると考える必要があると指摘する [12]。国際政治

学者の A．クルナンも同様に、「非統治空間」として扱われる地域がまったく

の無政府状態、無法地帯である場合は少なく、武装勢力やテロ組織といった

非国家暴力主体が当該地域を実効支配し、場合によっては国家に代わって一

定の秩序や治安を提供していることもあると述べる。逆に、これら非国家暴

力主体の統治が浸透しているからこそ、国家の統治が妨げられる場合もある

と指摘する [13]。非国家暴力主体による統治（＝中央政府の統治の弱体化）は、

不平等かつ暴力的な支配構造や低開発、テロ組織や犯罪組織の伸長につなが

るが、他方で現地の伝統的エリート間の交渉や権力分有（Power-sharing）に

よる政治暴力の抑制をもたらすこともある。政策立案者が「非統治空間」の

解消を目指す場合、現地の統治に関与する非国家暴力主体を国家の統治下に

どう包摂し、パワー・バランスの変化に伴う紛争や暴力をいかに最小化する

かという点に注意する必要がある。

３　「非統治空間」とハイブリッド・ガバナンス
　ここまで論じてきた通り、「非統治空間」のように政府の治安維持・法執行

能力が限定的であり、非国家暴力主体が排他的に活動する環境において「中

央政府による統治」だけを目指すことは、非現実的であるだけでなく、現地の

権力構造の実態を捨象し、政治・治安の安定に資するガバナンス構築の可能

性を排除することになる。国家の存在目的の 1 つは、統治領域内の国民の安

全を守ることである。しかし、中央政府の機能が大幅に失われ、また領土の内

部に中央政府の統治がおよばない空間が出現している現状においてガバナン

スを（再）構築するためには、中央政府だけではなく、政治と治安の安定に資

するようなローカルな主体に着目するべきだという指摘も出てきている [14]。
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　また、前述の米国防総省による定義（第 1 節）では、「非統治空間」では中

央政府だけでなく地方政府や非国家主体も十分な統治を提供できていないと

論じている。この定義を前提とするならば、ガバナンス構築の主体は中央政

府だけでも非国家主体だけでも成立せず、両者が協働しなければ当該地域の

治安は安定しないということになる。

　国際政治学における主権国家の領土や境界（国境）をめぐる議論では、以下

の 3 点が前提とされてきた。第１に、国家は明確に境界付けられた領土で排

他的に権力を行使できる。第 2 に、国内と国外は明確に分離される。第 3 に、

国家と社会の境界が一致する。これを政治地理学者 J. アグニューは「領土の

罠（Territorial Trap）」と呼び、国家の内部は多様であり、その領土や国境は

自明のものではないと批判した [15]。現実の世界では、国家主権が適用される

領域は領土の範囲と常に一致しているわけではなく、しばしばズレが見られ

る。また、多くの地域において、国境にまたがる多様な文化と社会が形成さ

れてきた。

　国家における中央集権の欠如が意味するのは、領土の内部に法と秩序が存

在しないということだけではなく、中央政府の統治を妨げる意思と能力を持

つ主体が存在し、競合しているということでもある [16]。様々な国・地域にお

いて国家機能が脆弱になる中での非国家暴力主体の越境的活動について考え

ることは、「主権国家の要件とは何か」という、理念型としての主権国家を前

提とする国際関係論では省みられない問題 [17] を再考する契機となり得る。

　このように、従来の中央政府による集権的統治モデルへの対案として注目

されるのが、「ハイブリッド・ガバナンス」の議論である。本研究ではハイブ

リッド・ガバナンスを「中央政府の統治機能が脆弱な国・地域における、中

央政府とローカルな非国家暴力主体との協働による秩序形成（特に治安サー

ビスの提供）、およびその実現のための過程」と定義する。

　アフリカ政治を専門とする K. ミーガーは、「ハイブリッド・ガバナンスは、

（政治・治安の不安定な国家において）安定的な秩序と統治の形態を実現させ

るために、国家と非国家暴力主体が統合する過程に焦点を当てる」と指摘す

る [18]。ハイブリッド・ガバナンスの議論は、中央政府が脆弱であり、政治・

治安情勢が流動的な状況において、「フォーマル」な統治の担い手としての中
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央政府が秩序や安全、厚生を提供する主体として特権的な位置にはないこと

を前提とする。その上で、社会において一定の権威、正統性、能力を備えた

「インフォーマル」なローカル組織・集団との協働により、国家の統治秩序を

近代国民国家のあり方とは完全に重ならないかたちで実現しようとする発想

に立つ [19]。ミーガーを始めとする一部のアフリカ政治研究者は、「脆弱・失敗

国家」として括られるアフリカ諸国において、実際に完全な無秩序・無政府

状態に陥っている国はほとんどなく、植民地支配によって近代国家システム

が導入される以前から社会を形成してきたローカルな秩序や権威に注意を払

うべきであると主張してきた [20]。すなわち、「非統治空間」のように中央政府

よりも非国家暴力主体の方が住民に安全や秩序を提供できる状況があるのな

らば、統治秩序を実現する（し得る）主体に対するフォーマル／インフォー

マルという区分の妥当性は低下するということである [21]。

　また、非国家暴力主体は、武装勢力としてテロや組織犯罪に関与し、政治

や治安情勢を流動化させる要因となる一方で、一定の法の支配やインフラが

存在すれば、脆弱な中央政府より効果的に秩序や治安を提供する能力を持つ

ことも指摘されている [22]。アフリカ諸国の政治・紛争について研究する遠藤

貢は、「非国家軍事主体は脆弱かつ強権的な中央政府や国軍に代わって、疎外

された地域における秩序の実現に関わり、限定的にではあっても治安や行政

サービスという公共財を提供し得る存在」であると指摘する [23]。

　国家は、これまで、武装勢力や地域コミュニティなどの非国家暴力主体と

の交渉や水平的な関係構築を想定してこなかった [24]。しかし、上述の通り「非

統治空間」の発生と非国家暴力主体の台頭の背景には、中央政府によるガバ

ナンスの崩壊・不在という問題が深く関わってくる。中央政府が脆弱な諸国

においては、非国家暴力主体の軍事的排除だけでは政治と治安の安定はもた

らされず、地域社会の多様な構成員の包摂が進まない限り、テロ組織や犯罪

組織が活動しにくい環境も持続的に構築されない。「インフォーマル」である

とはいえ、地域を実効支配し、資源と越境的な移動経路・ネットワークを確

保する非国家暴力主体との対話やチャネル構築を選択肢から排除し続けるま

までは、治安の改善や安定的なガバナンスの構築は困難であろう。

　他方で、「非統治空間」と同様、ハイブリッド・ガバナンスをめぐる議論は
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まだ始められたばかりであり、それゆえに課題も多い。イラク政治の専門家

である吉岡明子は、サッダーム・フセイン政権（1979 〜 2003）崩壊後のイラ

クにおける国家建設の限界を踏まえて、ハイブリッド・ガバナンスについて

検討する必要性を論じた。その上で、中央政府よりも機能し得るローカルな

主体、一定の権威、正統性、能力を備えた「インフォーマル」な組織、中央

政府より効果的に秩序や治安を提供できる非国家暴力主体が、どのような要

件で成立し得るのかが明らかになっていないという課題を指摘する。これは、

「非統治空間」を抱える国や地域における政治的、社会的、経済的背景が多様

であるためであり、個々の状況に応じて、模索されるべきハイブリッド・ガ

バナンスのあり方は異なってくる [25]。また、たとえ中央政府が非国家主体と

ガバナンスの分有に関する交渉を行ったとしても、交渉が決裂する可能性も

ある。さらに、交渉が成立して「合意の調印」がなされても、非国家主体側

の調印者（交渉代表者）が全体を代表しているとは限らず、結果的にその合意

が全ての主体によって遵守されないことが多い。すなわち、非国家主体をガ

バナンス構築に取り込むプロセスそのものの実効性に疑義が生じるのである
[26]。本研究で扱うリビアやサヘル地域においても、一部の民兵組織や少数民

族組織が、秩序や安全の維持、外敵の排除に積極的であり、政府との交渉を

受け入れる一方で、彼らと競合・敵対関係にある組織は秩序の構築を阻害す

るように働きかける例がみられる。「非統治空間」の実態と今後の統治秩序構

築の課題と可能性については、ハイブリッド・ガバナンスをめぐる議論と合

わせてより詳細に検討される必要がある。

４　2011 年リビア内戦と「非統治空間」の出現
　ここからは、ガバナンスの崩壊・不在に伴う「非統治空間」の発生、およ

びハイブリッド・ガバナンスの可能性について検討するため、事例としてリ

ビアと周辺地域の政治・治安情勢に着目して分析する。

　まず、リビアの不安定化と「非統治空間」の発生における構造的要因を理

解するためには、同国の地政学的な特徴を踏まえる必要がある。リビアは約

176 万平方 km の国土面積（日本の約 5 倍）を持ち、東にエジプト、南東にス

ーダン、南にチャドとニジェール、西にアルジェリア、北西にチュニジアと
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いう、低開発であったり政治・治安面のリスクを抱えていたりする 6 カ国と

4,348 km にわたる長大な国境を接している。また、国土の 9 割以上は砂漠地

帯が占めており、約 650 万の人口の大部分は地中海沿岸部の都市に集中して

いる。つまりリビアが国内治安を維持するためには、内陸部・沿岸部の長大

な国境と広大な砂漠地域を適切に監視・管理する必要があり [27]、それが十分

に行われない場合、政府の統治がおよばない「非統治空間」が発生しやすい

ということを示している。

　リビアが抱える地政学的なリスクが顕在化したのが、2011 年の内戦とカッ

ザーフィー政権崩壊以降の不安定化である。内戦後のリビアでは、新政権の

統治能力や国境管理能力が脆弱であったことから、過激派組織、武装勢力、

国際的な密輸組織が流入、潜伏した。また、リビア国内に非合法の輸送・移

動経路が構築され、サブサハラ・アフリカや中東諸国から多くの移民が押し

寄せる状況が生まれた。欧州を目指してリビアに密入国する移民の大量流入

はさらなるリビア周辺地域の政治・治安の混乱を招き、不安定化の負のスパ

イラルが生まれた [28]。

　リビアおよび周辺地域におけるテロ組織や過激派組織の拠点、犯罪組織や

移民の移動経路、テロ攻撃、強制移住、食糧危機の発生地域などが重なる区

域を「非統治空間」として示したのが図 1 である [29]。この地域の「非統治空間」

は、リビア南部、アルジェリア南東部、スーダン北西部、チャド、ニジェー

ル、マリの北部、モーリタニアの北東部などに広がっているとみられる。具

体的な「非統治空間」の境界を明示することは難しいものの、図示した広大

な領域には政府機関の法執行や治安管理が行き届いているとはいえない。ま

た、当該地域に存在する「非統治空間」は、他国の領域と「接続」して越境

的に広がっており、一国内に限定して発生する「非統治空間」よりも問題は

複雑である。

　前述した「非統治空間」においてテロ組織が活発化しやすい環境は、リビ

ア内戦後に不安定化したサハラ砂漠周辺地域、特にリビアの内陸部や国境地

帯に広がっており、「非統治空間」の観点からは、当該地域が安全保障上、特

にテロ対策上大きなリスクを抱えていることがわかる。また、たとえ「非統

治空間」の発生や過激派組織の活動領域が一国内に限定されていたとしても
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国際機関や欧米、周辺諸国が政治的、軍事的に介入すると、その影響は当該

国のみならず域内の他国にも波及し得る。

５　「非統治空間」がもたらす脅威の越境的拡散：武器とドラ
ッグの拡散

　リビア内戦以降、過激派組織や武装勢力は、リビア周辺諸国の国境監視能

力の低下と国境周辺地帯における「非統治空間」の発生を背景として、越境

的な移動・輸送経路を構築した。サハラ砂漠周辺地域に拠点を持つ過激派組

織や武装勢力は、国境を越えてリビア南部の都市を経由し、地中海沿岸部へ

向けて北上することが観察されている。その移動には、過激派組織や犯罪組

織だけでなく、特定の部族や民族を母体とする民兵組織が深く関わっている。

また、戦闘員と同時に、武器やドラッグ、燃料、不法移民も資金源として輸

送される [30]。これにより、様々な非国家暴力主体が、政府や軍に対抗し得る

強固な経済基盤を構築した [31]。

　「非統治空間」の発生と越境ルートの構築によって特に問題視されているの

が、小型武器・小火器（Small Arms and Light Weapons: SALW）[32] とドラッ

グの拡散である。SALW の拡散については、そもそもカッザーフィー政権下

で保有されていた武器や軍備品の具体的な情報がほとんど明らかになってい

ない。さらに、内戦時には NATO の空爆によって武器貯蔵庫が集中的に破壊

図 1　リビア周辺の「非統治空間」
出所：各種報道をもとに筆者作成
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され、反体制派も武器庫を制圧して保管されていた SALW を戦闘に利用した

ため、リビア国内にある SALW の集計も困難になった。そのため、国際機関

や欧米諸国がリビアからの SALW の拡散を追跡・監視しようとしても、定量

的な情報が圧倒的に不足しており、対処が困難な状況である。2014 年以降に

政治対立と暴力紛争が激化し、また「イスラーム国」をはじめとした多国籍

な過激派が活発化したことで、状況はさらに悪化した。

　 例 えば、 携 行 式 地 対 空ミサイル（Man-Portable Air Defense Systems: 

MANPADS）については、カッザーフィー政権がソ連から購入していたものが、

内戦によって流出した。米国は内戦中から 400 億ドルを投入して MANPADS

の買い戻しキャンペーンを行い、5 千発を確保・破壊したものの、リビアの民

兵組織が約 5 千発を獲得し、残りの 5 千〜 1 万発は所在が不明となった [33]。

行方不明になった MANPADS は、国境を越えて拡散し、周辺国での紛争や

テロ攻撃に用いられたとみられている。これらの国々の政府も欧米諸国の支

援のもと、MANPADS の流入を監視し、防止しようとしたが、国境管理や入

国管理が脆弱であることから流入阻止は困難であった [34]。

　リビアの国境地帯の治安悪化と「非統治空間」の発生に伴うドラッグの密

輸増加も、リージョナル、グローバルな脅威となっている。2012 年 2 月の国

連安保理における議長声明では、西アフリカおよびサヘル地域における国際

的な組織犯罪、違法な武器取引、麻薬取引、テロリズムに関する懸念が表明

された [35]（図 2）。

　内戦後、リビアはハシッシ（大麻樹脂）、ヘロイン、コカインなどのドラッ

グの輸送中継地となり、特にトリポリなどの沿岸部の都市はドラッグの新興市

場となった。また、近年ナイジェリア、ギニア、リベリアなどの西アフリカが

メタンフェタミン系薬物（覚醒剤、MDMA など）の新たな製造拠点となって

いるが、リビアは西アフリカの製造拠点とアジアの市場を結ぶ輸送における主

要なハブとなっている [36]。コカインとヘロインの輸送ルートは、リビア南西の

国境を越えて地中海沿岸へ北上するか、南部の国境沿いにエジプトへ向かう。

ハシッシについては、西アフリカからコカイン・ヘロインの輸送と同じルート

が利用されるほか、モロッコからリビアの地中海沿岸を通過し、エジプトまで

輸送される。内戦以降のリビア国内におけるドラッグ輸送ルートの開通と拡大
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は、地域全体の犯罪活動に大きな影響をもたらした。これはリビア西側の国

境地域で最も顕著であるが、他の地域でも同様である。内戦以降、地中海沿

岸都市に西アフリカ出身者、特にナイジェリア人が増加していると指摘されて

おり、これは不法移民とドラッグ密輸の密接な関係を示唆している [38]。

　ドラッグがサハラ砂漠を越えてリビアに到達していることは明らかである

ものの、西アフリカから北アフリカを経由して欧州や中東に至る広大なドラ

ッグ密輸ネットワークにおいて、サハラ砂漠周辺地域のどの陸路が、どの主

体によってどの程度利用されているのかはいまだ不明瞭である。国連薬物犯

罪事務所（United Nations Office on Drugs and Crime: UNODC）によれば、

西アフリカのコカイン取引額は年間 40 億ドル以上にのぼる [39]。

６　内戦後のリビアにおけるハイブリッド・ガバナンスの可能性
　2011 年のカッザーフィー政権崩壊以降、リビアでは領域の保護や国民への

公的サービスの提供といった基本的な機能を備えた国家建設に失敗し、それ

に伴い治安も極度に悪化している。その要因としては、第 1 に、カッザーフ

図 2　 西アフリカからのコカインの輸送ルート
出所：OECD [37]
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ィー政権の崩壊は外部の軍事介入によってもたらされたものであり、国外の

主体に依存せずに前政権の統治を代替し得る政治主体が現れなかったこと、

第 2 に、カッザーフィー政権崩壊以降に権力配分をめぐる政治対立が激化し、

中央集権的な政治制度構築が阻害されていること、第 3 に、内戦時に誕生し

た民兵組織が非国家暴力主体となり、新政権の平和構築・治安維持を阻害し

ていること、第 4 に、内戦とその後の政治的混乱の中でイスラーム過激派組

織が政治的、軍事的に伸張していること——という 4 点に集約できる [40]。

　カッザーフィー政権崩壊後のリビアでは、国連や欧米の主導による「民主

的」な政治制度の構築が、国民選挙を通じた議会の設立、地方分権化、憲法

制定委員会の発足などを通じて部分的に進められた。にもかかわらず、2012

〜 16 年までの間に 8 人もの首相が交替するなど、政治は安定せず、治安は

流動化した。その要因としては、内戦後に台頭した多様な非国家暴力主体の

存在を考慮することなしに復興・国家建設・民主化のロードマップが敷かれ

たことが挙げられる。例えば 2016 年にはリビア国内で 3 つの政治主体（「国

民議会（General National Congress, 2012 年 8 月設立）」、「代表議会（House 

of Representatives, 2014 年 8 月 設 立 ）」、「 国 民 合 意 政 府（Government of 

National Accord, 2016 年 3 月設立）」）が正統性や支配権をめぐって対立した

が、これら 3 つの組織はいずれも国連主導によって設立された政治機構であ

る。しかし、どの組織もリビア国民全体の意思を政策に反映させる制度、能

力、意思を持たず、特定の勢力の代表としての役割しか果たさなかった。また、

「国民議会」および「代表議会」は設立時に定められた解散の時期・条件を順

守しないまま、「国民議会」はカタールやトルコ、「代表議会」はエジプトや

UAE といった国外主体からの支援を受け、一部地域の実効支配を行った [41]。

　また、民兵組織の「武装解除、動員解除および再統合（Disarmament, 

Demobilization, Rehabilitation: DDR）」や「治安部門改革（Security Sector 

Reform: SSR）」による国家治安機関への取り込みも、内戦後のリビアにおけ

る重要な課題である。リビアにおける民兵組織とは、主に政変時に反カッザ

ーフィー勢力としてリビア国内各地で生まれた非公式軍事組織のことを指す。

民兵組織には、反カッザーフィー軍ゲリラ、旧カッザーフィー軍からの離反者、

イスラーム過激派組織分子、民族的マイノリティによる自警団などが含まれ
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る。これまで内戦後の新政権は、民兵組織の武装解除および国軍・警察機関

への編入をほとんど進められなかった。多くの民兵組織は解散命令を拒絶し、

空港や公共施設の占拠、武器を用いた示威行為による政治的要求を続けてい

る。政変当時に民兵として戦闘に参加していた者は 7 万人であったが、国の

治安機関へ編入した民兵は 3 割以下とされ、新政権の民兵組織に対する補償

や給与、利権を目的に、現在は約 25 万人が民兵組織に加入しているとされる。

民兵組織は規模や装備、資金で国軍や警察を圧倒し、新政府が物理的に民兵

組織を抑制することはほぼ不可能である。

　さらに、リビア南部に居住するトゥアレグやトゥーブといった少数民族も、

政変後に独自の安全、利益を追求する活動を行っている。どちらの民族集団も、

アルジェリア、チャド、ニジェール、マリなどリビアの南部と国境を接する

諸国にまたがって生活しており、それ故に国境を越えた居住圏、活動圏を維

持してきた。内戦後の不安定な政情において、少数民族にとっては、民兵組

織を結成し、自前の武力によって安全と政治的・経済的利益を確保するイン

センティブが大きい。

　リビア周辺の「非統治空間」と非国家暴力主体の活動を分析する上で重要

な点は、「過激派組織」、「犯罪組織」、「少数民族の自警団」、そして「国境警備隊」

といった区別が曖昧になってきているという点である。例えば、リビア南部

で活動する民兵組織は、政府からの委託を受けて国境警備を代行する一方で、

密輸や人身売買に関与し、地元住民から独自に徴税し、また政府との関係が

悪化した際には政府機関を襲撃することもある [42]。また、彼らは出身民族や

部族、都市からのリクルーティングを行うため、高い失業率に苦しむ地域社

会からは「雇用の提供者」とみなされることもある。政府や国際社会から「犯

罪組織」、「テロ組織」とみなされている集団であっても、地元住民が彼らを「庇

護者」、「治安・秩序・雇用の提供者」とみなし、消極的にではあっても警察

や軍以上に信頼しているならば、過激派組織や武装勢力の軍事力による排除

は短期的な解決しかもたらさない。

　米国国際開発庁（United States Agency for International Development: USAID）

が 2013 年から 2015 年にかけてリビア国内で行った調査 [43] によれば、2,500 人を

超える回答者の7割近くが「少なくとも1つの民兵組織を支持する」と答えた（図3）。



270

自由論題

終わりに
　本研究において検討した「非統治空間」の議論からは、非国家暴力主体の

活動が武器やドラッグの拡散、そして本稿では触れなかったが過激派組織や

不法移民の移動といった問題を拡大させ、中央政府の主権や統治領域を脅か

していることがわかる。また、ハイブリッド・ガバナンスの議論からは、これ

まで国家建設や平和構築の阻害要因とみなされてきた民兵組織や少数民族を

ガバナンスに取り組むことで、国内融和と治安改善が進む可能性も見えてくる。

　本研究で示したリビアの事例は、現在のリビアにおいて国土全体を統治す

る正統性と能力を備えた中央政府をつくる（もしくは特定の政治主体に国土全

体を統治する正統性と能力を与える）ことが困難であることを示している。今

後リビアの治安を改善し、政治を安定させていくためには、国連や欧米が想

定する民主的・中央集権的な政治制度の構築だけでなく、ハイブリッド・ガ

バナンスにもとづいた秩序構築、治安維持についても検討される必要がある。

　先行研究では、ハイブリッド・ガバナンスの可能性が指摘されつつも、脆弱・

失敗国家論と同様に、特定の国における秩序や治安の提供が考察の対象とな

ってきた。しかし、本研究で示したリビア周辺のように、越境的な「非統治空間」

を議論の出発点とすることで、一国内にとどまらない、国境横断的なハイブ

リッド・ガバナンスについても構想することが可能となる。本研究を深める

図 3　リビア国民（回答者）の民兵組織への支持
出所：米国国際開発庁資料をもとに筆者作成 [44]
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ことで、ガバナンスの立脚点を既存の「国家（state）」主体の議論から「空間

（space）」主体の議論に転換し、より持続的な秩序構築について考察すること

が期待される。
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